
 

FAQに詳細を記載しておりますので、併せてご確認ください 

姫路市私立教育・保育施設職員処遇総合支援事業の概要 

 

１ 趣旨 

この事業は、教育及び保育の提供に携わる人材の確保を図り、質の高い教育及び保育を安定的に供

給するため、職員の処遇を改善する事業に積極的に取り組む教育・保育施設に対しその経費の一部を

補助するものです。 

 

２ 対象施設 

  市内に所在する私立特定教育・保育施設 

 

３ 対象職員 

対象施設に勤務する職員のうち、次のすべての要件に該当する者を対象とします。ただし、対象施

設の経営に携わる職員は対象外とします。 

① 対象施設の設置者と直接雇用契約を締結している者であること。 

② 事業年度において姫路市保育士等定着支援一時金給付事業の支給対象者でないこと。 

③ １か月の労働時間が１２０時間以上の者であること。 

④ 保育士登録又は幼稚園教諭の普通免許状を有している者であること。 

⑤ 園児の教育及び保育に直接従事する者であること。 

 

４ 処遇改善の単価(月額) 

  処遇改善の額は、対象職員の通算経験年数に応じ、１月あたり以下の額とします。 

① 通算経験年数３年未満の職員：20,000円 

② 通算経験年数３年以上の職員：15,000円 

※日割りはしません。 

 

５ 対象経費 

  処遇改善に伴い給与として支出する費用（以下、「処遇改善額」という。）  

※給与の増額に伴う法定福利費の増分は対象外。 

対象職員に対し、通常の給与に上乗せして、次の算式により支払った額を処遇改善額とします。  

【算式】４に記載の単価 × 年度内の勤務月数 

※支給の際、手当等の名称について、「姫路市処遇改善手当」等とし、基本給や処遇改善等加算Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲと区別できるようにしてください。 

 

６ 補助金額の算定方法 

下記①と②の算式により算出した金額の合計額 

【算式】① ３年未満の職員に係る処遇改善額の合計 × 補助率（１０分の１０） 

② ３年以上の職員に係る処遇改善額の合計 × 補助率（３分の２） 

 


